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調査目的 

 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づいて、繊維製品のうち、おしめ、

おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした、家庭用接着剤、

家庭用塗料、家庭用ワツクス並びにくつ墨及びくつクリームを対象として、トリフェニル錫化合

物及びトリブチル錫化合物に関する基準が定められている。現行の基準では、試料を抽出、精製

及び灰化した後、フレームレス原子吸光法により錫由来の吸収を認めてはならないとされている。

そして、吸収が認められたときは、薄層クロマトグラフ法によりその吸収がトリフェニル錫化合

物又はトリブチル錫化合物によるものであることを確認しなければならない。このように現行の

基準では、トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物を対象家庭用品に使用させないという

観点から、具体的な基準の値（濃度）が明示されていない。一方、現在改正が検討されているガ

スクロマトグラフ質量分析法は、一般にフレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ法より

低濃度のトリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物を検出することが可能である。また、家

庭用品に含まれる有害物質の基準値は、リスク評価の結果に基づいて設定されるべきものである。

そこで、トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物のリスク評価に資するため、当該化合物

のハザードに関する調査を実施する。さらに、基準値を設定するにあたり、海外における当該化

合物の法規制との整合を図ることが望ましいことから、当該化合物の海外における法規制に関す

る調査を実施する。 

 

調査内容 

１．調査対象物質 

 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づいて家庭用品における基準が定め

られているトリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物を調査対象とした。 

 

２．調査項目 

（１）対象物質の毒性情報の集約 

 調査対象化合物群のうち、それぞれ代表的な化学物質である水酸化トリフェニル錫及び酸化ト

リブチル錫について、各機関 (IARC、EU など) の評価文書等を使用し、物理化学的情報、体内

動態・代謝、ヒト及び実験動物の毒性情報 (細胞毒性、急性毒性、刺激性及び腐食性、感作性、

反復投与毒性、生殖・発生毒性、遺伝毒性、発がん性等) を収集・整理した。 

 



（２）対象物質の国内及び諸外国における規制状況の把握 

 調査対象化合物群の国内及び諸外国における規制状況を収集し、化学物質、対象製品、国、法

律、規制値、分析法、出典等を整理した。 

 

調査結果概要 

１．トリフェニル錫化合物 

（１）毒性情報 

 水酸化トリフェニル錫を経口摂取した場合、胃腸管吸収率は低く、大部分が糞便中へ、一部が

尿中へ排泄される。 

 ヒトに対して、トリフェニル錫化合物を取り扱う作業者に対する皮膚障害、中枢神経系に対す

る影響が報告されている。 

 実験動物に対して、ラット、イヌに混餌投与した場合に、体重増加率及び白血球に減少が見ら

れ、肝臓重量の増加や死亡の増加が認められている。混餌試験での NOAEL は、ラットで約

0.30 mg/kg/day (13週間試験)、イヌで 0.21 mg/kg/day (52週間試験)であった。皮膚に刺激がみ

られる濃度の水酸化トリフェニル錫によるモルモットを用いたビューラー試験やマキシマイゼー

ション試験で感作性を示さない。トリフェニル錫は遺伝毒性を示さないと評価されている。マウ

ス及びラットを用いた水酸化トリフェニル錫の発がん性試験が実施され、腫瘍が検出されている

が、発生率の増加に有意性は認められていない。 

 

（２）国内及び諸外国における規制状況 

 国内では、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」において、一部の繊維製品、

家庭用接着剤、家庭用塗料などにおいてトリフェニル錫化合物の基準値が定められ、エコマーク

において、繊維、プラスチック及び塗料を使用した製品に対してトリフェニル錫化合物の使用を

規制している。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、トリフェニル錫化合物

のうち、7物質は第二種特定化学物質に指定されている。 

 国際的には、Oeko-Tex 100 において、錫として乳幼児用繊維製品では 0.5 mg/kg 以下、その

他の繊維製品では 1.0 mg/kg以下という自主基準がある。JGPSSIでは、電気・電子機器製品に

おいて、トリフェニル錫化合物の基準として、意図的添加の無いこと及び材料中に含有する錫が

0.1 wt%を超えないことが求められる。EU では、REACH 規制及び Eco-Label において錫換算

0.1 wt%以下の基準がある。米国 CPSIAでは、トリフェニル錫化合物についての規制はない。 



 

２．トリブチル錫化合物 

（１）毒性情報 

 酸化トリブチル錫は、消化管から吸収される (担体にもよるが 20～50％)。ほ乳類では皮膚か

らも吸収され、経皮吸収率は 10%とする報告や 1～5％の範囲とする報告がある。 

 ヒトに対して、酸化トリブチル錫は、皮膚や呼吸器系に重度の刺激性を示すことが多数報告さ

れている。長期にわたって酸化トリブチル錫に暴露された場合の情報は得られていない。 

 実験動物に対して、酸化トリブチル錫は強度の皮膚刺激性と眼刺激性を示すとの報告がある。

酸化トリブチル錫のモルモットを用いた Magnusson-Kligman法による感作性試験では陰性との

報告があるが、マウスを用いた感作性試験で陽性を示したとの報告がある。マウス、ラット、サ

ルに混餌投与した場合に認められる主な有害影響は、免疫系に対するものである。若齢の雄ラッ

トに混餌投与した試験では、胸腺依存性の免疫機能低下が認められ、一般毒性が認められた濃度

以下で胸腺依存免疫系に影響を及ぼすことを示し、NOAELは 0.025 mg/kg/dayである。げっ歯

類に著しい生殖・発生毒性を有する証拠は示唆されていない。トリブチル錫は遺伝毒性を示さな

いと評価されている。マウス及びラットを用いた酸化トリブチル錫の発がん性試験が実施され、

腫瘍が検出されているが、発生率の増加に有意性は認められていない。 

 

（２）国内及び諸外国における規制状況 

 国内では、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」において、一部の繊維製品、

家庭用接着剤、家庭用塗料などにおいてトリブチル錫化合物の基準値が定められ、エコマークに

おいて、繊維、プラスチック及び塗料を使用した製品に対してトリブチル錫化合物の使用を規制

している。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、トリブチル錫化合物のうち、

トリブチルスズオキシドは第一種特定化学物質に指定され、その他 13 物質は第二種特定化学物

質に指定されている、 

 国際的には、Oeko-Tex 100 において、錫として乳幼児用繊維製品では 0.5 mg/kg 以下、その

他の繊維製品では 1.0 mg/kg以下という自主基準がある。JGPSSIでは、電気・電子機器製品に

おいて、トリブチル錫化合物の基準として、意図的添加の無いこと及び材料中に含有する錫が

0.1 wt%を超えないことが求められる。EU では、REACH 規制及び Eco-Label において錫換算

0.1 wt%以下の基準がある。米国 CPSIAでは、トリブチル錫化合物についての規制はない。 

 



添付資料 

 別添 1：トリフェニル錫化合物に関する調査 

 別添 2：トリブチル錫化合物に関する調査 
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概要 

１．調査テーマ 

トリフェニル錫化合物に関する調査 

 

２．調査目的 

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づいて、繊維製品のうち、お

しめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした、

家庭用接着剤、家庭用塗料、家庭用ワックス並びにくつ墨及びくつクリームを対象として、

トリフェニル錫化合物に関する基準が定められている。現行の基準では、試料を抽出、精

製及び灰化した後、フレームレス原子吸光法により錫由来の吸収を認めてはならないとさ

れている。そして、吸収が認められたときは、薄層クロマトグラフ法によりその吸収がト

リフェニル錫化合物によるものであることを確認しなければならない。このように現行の

基準では、トリフェニル錫化合物を対象家庭用品に使用させないという観点から、具体的

な基準の値 (濃度) が明示されていない。一方、現在改正が検討されているガスクロマトグ

ラフ質量分析法は、一般にフレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ法より低濃度

のトリフェニル錫化合物を検出することが可能である。また、家庭用品に含まれる有害物

質の基準値は、リスク評価の結果に基づいて設定されるべきものである。そこで、トリフ

ェニル錫化合物のリスク評価に資するため、当該化合物のハザードに関する調査を実施す

る。さらに、基準値を設定するにあたり、海外における当該化合物の法規制との整合を図

ることが望ましいことから、当該化合物の海外における法規制に関する調査を実施する。 

 

３．調査内容 

３．１ 調査対象物質 

 下記の化合物群を対象として調査を実施した。 

 

No. 名称 略称 

1 トリフェニル錫化合物 TPT 

 

 

３．２ 調査項目 

３．２．１ 対象物質の毒性情報の集約 

３．１に示す化合物群のうち、代表的な化学物質である、水酸化トリフェニル錫につい

て、各機関 (IARC、EU など) の評価文書を使用し、物理化学的情報、体内動態・代謝、ヒ

ト及び実験動物の毒性情報 (細胞毒性、急性毒性、刺激性及び腐食性、感作性、反復投与毒

性、生殖・発生毒性、遺伝毒性、発がん性等) を収集・整理した。 
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３．２．２ 対象物質の国内及び諸外国における規制状況の把握 

３．１に示す化合物群の国内及び諸外国における規制状況を収集し、化学物質、対象製

品、国、法律、規制値、分析法、出典等を整理した。 

 

情報の収集方法は以下のとおりとした。 

○文献調査 

・化学工業日報社 化学商品 

・各機関 (IARC、EU など) の評価文書 

○インターネット調査 

・メーカー・関連団体の公式ホームページ 

・各評価機関の公式ホームページ 

・各研究機関の公式ホームページ等 
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１．調査対象物質 

トリフェニル錫化合物は、4 価の錫のトリフェニル誘導体である。一般組成は(C6H5)3Sn

－X であり、X は陰イオン、または塩化物イオン、水酸化物イオン、酢酸イオンといった陰

イオン群を示す。トリフェニル錫化合物の物理的及び化学的性質は、錫と結合した陰イオ

ンに影響を受けやすい。また、酢酸トリフェニル錫及び塩化トリフェニル錫は、pH 3～8 の

範囲の常温において、迅速に水酸化トリフェニル錫に加水分解される (Beurkle, 1985) こと

から、酢酸トリフェニル錫あるいは塩化トリフェニル錫に関する情報の多くが水酸化トリ

フェニル錫に適用され得ると考えられる。 

本調査では、水酸化トリフェニル錫 (別名：トリフェニル錫ヒドロキシド、フェンチン、

CAS 番号：76-87-9) を本化合物群の代表的な化学物質とした。 

 

 

２．対象物質の毒性情報の集約 

水酸化トリフェニル錫を中心とするトリフェニル錫化合物の毒性情報を以下に示す。毒

性情報は、IPCS UNEP/ILO/WHO 国際簡潔評価書 (IPCS, 1999)、化学物質の健康影響に関す

る暫定的有害性評価シート (環境省, 2004) ATSDR (米国有害物質疾病登録局) Toxicological 

Profile (U.S. ATSDR, 2005) に掲載されている情報を利用した。 

 

２．１ 物理化学的性状 (環境省, 2004; IPCS, 1999) 

水酸化トリフェニル錫は白色の固体で、水溶解性は低い (U.S. ATSDR, 2005)。 

 

分子量：367.03 

外観：白色の固体 

沸点： 

融点：119℃ 

蒸気圧：3.5×10-7 mmHg (25℃) 

溶解性 (水) ：1.2 mg/L (20℃) 

オクタノール/水分配係数 (log Pow) ：3.53 

 

 

２．２ 体内動態・代謝など 

水酸化トリフェニル錫の経口摂取した場合、胃腸管吸収率は低く、大部分が糞便中へ、

一部が尿中へ排泄される。以下に体内動態・代謝に関する情報を示す。 

 

・ ラットに経口投与した水酸化トリフェニル錫は、その大部分が糞を経由して排泄され

ることが複数の研究で示されている。糞中の代謝物に、モノフェニル錫、ジモノフェ
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ニル錫、ハイドロキノン、カテコール、フェノール硫酸抱合体が含まれており、糞中

に最も多く存在するのは未変化体である (IPCS, 1999)。 

 

・ 水酸化トリフェニル錫のラットへの経口投与試験で、投与後 7 日目には投与量の約

3%が主に腎臓に分布し、肝臓、脳、心臓にも分布したとの報告がある (Eckert et al., 

1989; Kellner and Eckert, 1989)。104週間試験でも同様の結果が得られている (Dorn and 

Werner, 1989; Tennekes et al., 1989a)。 

 

・ 酢酸トリフェニル錫は、in vitro で pH 3～8、23～24℃の条件下で添加した場合、速や

かにかつ完全に水酸化トリフェニル錫に加水分解された (Beurkle, 1985)。 

 

・ モルモットに酢酸トリフェニル錫を経皮適用した試験で、経皮吸収した酢酸トリフェ

ニル錫は、肝臓に最も多く分布し、続いて副腎、腎臓、脳、脊髄、膵臓の順であった。

糞中から、モノフェニル錫、ジフェニル錫、トリフェニル錫が、2：6：15 の割合で

検出され、トリフェニル錫の生体内半減期は、9.4 日と推定された (Nagamatsu et al., 

1978)。 

 

 

２．３ 毒性情報 

２．３．１ ヒトの知見 

トリフェニル錫化合物を取り扱う作業者に対する皮膚障害、中枢神経系に対する影響が

報告されている。以下にヒトの知見を示す。 

 

・ フッ化トリフェニル錫、ブチル錫化合物を含む塗料を製造及び使用する労働者で、刺

激性接触皮膚炎及び毛嚢炎の発症がみられ、完治に 1～2 週間を要したが、感作性は

なかったとの報告がある (Andersen and Petri, 1982; Goh, 1985; Lyle, 1958; Gammeltoft, 

1978)。 

 

・ 酢酸トリフェニル錫 60%、マンネブ 15%を含む粉体の農薬 (Brestan 60) を噴霧中に吸

入したと推定される 75 歳及び 53 歳の農夫 2 人で、吐気、めまい、短期間の意識消失、

痙攣、持続的な頭痛、光恐怖症、肝機能障害の症状が現われたが、10 日及び 15 日後

には回復した (Manzo et al., 1981)。 

 

・ トリフェニル錫化合物を飲んで自殺しようとした 23 才の男性で、腹痛、下痢、嘔吐

及び可逆性の急性及び遅延型の神経学的症状が現われたが、3.5 ヶ月以内に完全に回

復した (Wu et al., 1990)。 
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・ 酢酸トリフェニル錫を誤飲した 3 人で、重篤な蛋白尿、窒素血症、多尿症及び中程度

の神経学的な症状を伴う急性腎症が生じた。また、誤飲量の多かった 1 人では血尿及

び膿尿が発現し、肝炎 (2 人)、膵炎 (1 人) もみられた。腎臓の生検で、腎糸球体細

胞の障害及び壊死を伴う近位尿細管の変化がみられた。2 人の腎機能は完治したが、

老齢の 1 人は誤嚥性肺炎で死亡した (Lin and Hsueh, 1993)。 

 

・ 酢酸トリフェニル錫の主に経皮暴露を受けた労働者で、急性症状として蕁麻疹様の発

疹、肝臓障害の徴候、軽微なグルコース不耐性、脳波の異常が現われた。血漿中の錫

濃度及び尿中への錫排出量がピーク値を示したときに、好中球に走化性ペプチドによ

る刺激を与えたが、正常なアクチン重合の増加を示さず、好中球の遊走活性の低下が

示唆された (Colosio, 1991)。 

 

・ イタリアにおいて、36 種類のトリフェニル錫を含む生産品の過敏性反応 652 例につ

いて調査された (Lisi et al., 1987)。652 例中 180 例は農業従事者であり、43 例は元農

業従事者であった。652 例中 274 例でみられた影響は、主として手に現れた接触皮膚

炎で、残りの 378 例は非アレルギー性皮膚障害で入院した。背中上部の皮膚パッチ試

験で刺激性及びアレルギー性の反応を評価した。水酸化トリフェニル錫 1%適用では、

刺激性及びアレルギー性反応は、350 例中各々45 例及び 1 例にみられた。水酸化トリ

フェニル錫 0.5%適用では、109 例中各々5 例及び 0 例であり、著者らは水酸化トリフ

ェニル錫は中等度の刺激性を有すると結論した (Lisi et al., 1987)。 

 

 

２．３．２ 実験動物の知見 

（１）急性毒性 

水酸化トリフェニル錫の急性毒性試験結果を以下に示す (IPCS, 1999)。 

水酸化トリフェニル錫に対する経口 LD50 は、マウスで 81～93 mg/kg、ラットで 140～298 

mg/kg である。経皮 LD50 は、ラットで 1,600 mg/kg、ウサギで 127 mg/kg であり、吸入によ

る LC50 は、ラットで 44～69 mg/m3 である。 

 

動物種 暴露経路 致死量、中毒量等 出典 

マウス 経口 LD50 81～93 mg/kg IPCS, 1999 

ラット 経口 LD50 140～298 mg/kg IPCS, 1999 

ラット 経皮 LD50 1,600 mg/kg IPCS, 1999 

ウサギ 経皮 LD50 127 mg/kg IPCS, 1999 

ラット 吸入 LD50 44～69 mg/m3 IPCS, 1999 
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（２）刺激性及び腐食性 

水酸化トリフェニル錫に関する情報はない。酢酸トリフェニル錫に関する情報 (IPCS, 

1999) によれば、ウサギの皮膚に対して刺激性はない (Diehl and Leist, 1986a) が、ウサギの

眼に強い傷害が現れ回復しなかったと報告されている (Diehl and Leist, 1986b)。 

 

 

（３）感作性 

皮膚に刺激がみられる濃度の水酸化トリフェニル錫 (純度 97.0%) によるモルモットを用

いたビューラー試験 (Leist and Weigand, 1981; Schollmeier and Leist, 1989) やマキシマイゼー

ション試験 (Diehl and Leist, 1987) で感作性を示さなかったと報告がある (IPCS, 1999)。 

 

 

（４）反復投与毒性 

ラット、イヌに混餌投与した場合に、体重増加率及び白血球に減少が見られ、肝臓重量

の増加や死亡の増加が認められている。白血球の減少は最低濃度に現れている。混餌試験

での NOAEL は、ラットで約 0.30 mg/kg/day (13 週間試験)、イヌで 0.21 mg/kg/day (52 週間試

験)であった。反復投与毒性に関する情報を以下に示す (IPCS, 1999; 環境省, 2004)。 

 

・ ラットに水酸化トリフェニル錫を 0、0.00005、0.0001、0.0002、0.0005、0.001％の濃

度で餌に添加して 2 年間投与した結果、0.00005％以上の群の雌雄及び 0.0002％群の

雄で白血球数にわずかな減少がみられ、0.001％群の雌で甲状腺相対重量にわずかな

減少がみられた (Til et al., 1970)。 

 

・ ラットに水酸化トリフェニル錫を 0、0.0005、0.002、0.008％の濃度で餌に添加して

104 週間投与した結果、0.0005％以上の群の雄で IgG2c 濃度の低下、雌で死亡率の増

加、IgG1 及び IgG2a 濃度の低下を認め、0.002％以上の群では雌雄で体重増加の抑制、

IgM 濃度の上昇、雄で角膜混濁の増加、IgA 濃度の低下、雌でヘモグロビン濃度及び

ヘマトクリット値の低下、下垂体腺腫を認めた。また、0.008％群の雌雄では ASAT、

ALAT、ALP 活性の増加、雄では IgG1 濃度の低下を認め、精巣間細胞の過形成及び

腫瘍、尿細管萎縮、下垂体の過形成及び嚢胞様変性が、雌では下垂体の嚢胞様変性が

みられた (Tennekes et al., 1989a)。 

 

・ ラットに水酸化トリフェニル錫を 0、0.0004、0.002、0.01％の濃度で餌に添加して 13

週間投与し、4 週間の回復期間をおいた試験で、雌の 0.002％以上の群で白血球数の

減少がみられ、雄の 0.01％群で精巣相対重量の有意な増加を認めた。回復期後、

0.0004％以上の群の雌雄で IgE 濃度が低下し、雌では有意差を認めた (Suter and Horst, 
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1986)。 

 

・ イヌに水酸化トリフェニル錫を 0、0.0002、0.0006、0.0018％の濃度で餌に添加して

52 週間投与した試験で、0.0018％群の雄で血清中のアルブミン／グロブリン比の低下

を認め、0.0018％群の雌で肝臓の相対重量の増加を認めた (Sachose et al., 1987)。 

 

・ ラットに水酸化トリフェニル錫 0、0.014、0.338、1.997 mg/m3を 13 週間 (6 時間/日、

5 日/週) 吸入させ、対照群及び 1.997 mg/m3 群では 4 週間の回復期間をおいた結果、

雄では 0.338 mg/m3 以上の群でカルシウム濃度の減少及び IgM 濃度の上昇がみられ、

1.997 mg/m3 群では肺相対重量の増加及び鼻腔前部、気管、肺に変性及び炎症がみら

れ、また試験期間中に全例が死亡した。雌では、0.338 mg/m3 以上の群で白血球数の

減少、グルコース及び総ビリルビン濃度の低下がみられ、1.997 mg/m3 群でクレアチ

ニン、アルブミン、γ-グルタミルトランスフェラーゼ、カリウムの濃度の低下及び IgE

濃度の上昇、並びに鼻腔前部、気管、肺に変性及び炎症がみられ、また試験期間中に

1 匹が死亡した。雌雄の死亡例の多くに、肉眼で肺に多発性の赤色の病巣を認めた 

(Duchosal et al., 1989)。 

 

 

（５）生殖・発生毒性 

有機錫化合物は、精巣毒性、卵巣毒性、着床阻害、胚致死作用及び催奇形性等の生殖・

発生毒性、神経毒性、免疫毒性等の多彩な有害作用を発現させるが、化合物の種類によっ

て毒性の種類、発現様式、作用の強さが異なる (江馬, 2007)。 

CICAD では、主として水酸化トリフェニル錫にげっ歯類に顕著な生殖・発生毒性を有す

る証拠は示されていない。試験で認められた胎児重量低下、骨化変異、同腹児数の減少な

どの軽微な発生毒性は、母動物毒性を生じるは、またはそれに近い暴露量によって生じる

と報告されている (食品安全委員会 2012)。 

生殖・発生毒性に関する情報を以下に示す。 

 

・ ラットに水酸化トリフェニル錫を 0、0.0005、0.00185、0.005％の濃度で餌に添加し

て交尾前、交尾、妊娠、授乳期間を通して投与した 2 世代生殖毒性試験で、F1 児動

物では 0.005％群で死亡率の増加を、0.00185％以上の群では加えて平均同腹児数の減

少を認めた。F2 児動物では 0.00185％以上の群で用量に依存した脾臓及び胸腺重量の

低下を認めた。さらに、F1 及び F2 児動物の 0.005％群で、脳、精巣、卵巣、副腎、

腎臓、脾臓及び心臓の相対重量の増加を認めた (Young, 1986)。 

 

・ 妊娠した雌ウサギに水酸化トリフェニル錫 0、0.1、0.3、0.9 mg/kg/day を妊娠 6 日目
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から 18 日目まで強制経口投与した試験で、母動物に対しては 0.3 mg/kg/day 以上の

群で体重及び摂餌量の低下がみられ、0.9 mg/kg/day 群で流産がみられた。また、胎

児に対しては 0.9 mg/kg/day 群の体重の低値を認めた (Rodwell, 1987)。 

 

 

（６）遺伝毒性 

水酸化トリフェニル錫は、大部分の in vitro 及び in vivo 系の遺伝毒性試験、すなわち、サ

ルモネラを用いる変異原性試験、酵母を用いる前進突然変異試験、有糸分裂遺伝子変換試

験、マウスリンパ腫前進突然変異試験、染色体異常試験、不定期 DNA 合成試験、マウスを

用いる小核試験、チャイニーズハムスターを用いる細胞遺伝学的試験及びラットを用いる

優性致死試験などで陰性を示している。従って、トリフェニル錫は遺伝毒性を示さないと

評価されている(IPCS, 1999)。 

 

 

（７）発がん性 

マウス及びラットを用いた水酸化トリフェニル錫の発がん性試験が実施され、腫瘍が検出

されているが、発生率の増加に有意性は認められていない (IPCS, 1999; U.S. ATSDR, 2005)。 

以下に発がん性に関する情報を示す。 

 

・ 雌雄のマウスに水酸化トリフェニル錫を 0、5、20、80 ppm の濃度で餌に添加して 80

週間投与した試験で、80 ppm 投与群で雌雄に肝細胞腺腫、雌のみに肝細胞がんの発

生率の増加がみられた (Tennekes et al., 1989a)。 

 

・ 雌雄のラットに水酸化トリフェニル錫を 0、5、20、80 ppm の濃度で餌に添加して 2

年間の投与した試験で、80 ppm 投与群で雌に下垂体腺腫の発生率の増加、雄に精巣

ライディッヒ細胞腫の発生率の増加がみられた (Tennekes et al., 1989b)。ただし、雌

では、80 ppm 投与群での生存動物数が少なかったため、結果の解釈には限度がある

とされている (IPCS, 1999)。 

 

・ 国際がん研究機関 (IARC) では、水酸化トリフェニル錫の発がん性を評価していな

い (IARC, 2014)。 
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３．対象物質の国内及び諸外国における規制状況の把握 

３．１ 製品に関する規制 

製品に対するトリフェニル錫化合物の規制を以下に示す。 

 

３．１．１ 日本 

１）家庭用品規制法 

家庭用品規制法 (厚生省, 1973) では、繊維製品、接着剤、塗料などでトリフェニル錫化

合物の使用を禁止している。その基準として、同法に指定される分析法 (厚生省, 1974) で

分析を行い、錫として不検出であることが求められる。 

 

２）エコマーク 

エコマークにおいて、繊維 (日本環境協会, 2003a; 2003b)、プラスチック (日本環境協会, 

2000)、塗料 (日本環境協会, 2007) を使用した製品に対するトリフェニル錫化合物の使用を

規制している。その基準として、繊維製品については家庭用品規制法に指定された分析法 

(厚生省, 1974) で分析を行い、不検出であることが求められる。また、プラスチック及び塗

料製品については処方構成成分として使用しないことが求められる。 

 

 

３．１．２ グローバル 

１）Oeko-Tex 100 

Oeko-Tex 100 では、繊維製品の全製品についてトリフェニル錫化合物の使用を規制してい

る (Oeko-Tex, 2014)。その基準として、Oeko-Tex 100 が指定する分析法 (Oeko-Tex, 2013) で

分析を行い、全製品について錫が 1.0 mg/kg 以下であること、また、乳幼児用製品ではその

半分の 0.5 mg/kg 以下であることが求められる。 

 

２）グリーン調達調査共通化協議会 (JGPSSI) 

JGPSSI では、ジョイントインダストリーガイドライン (JGPSSI, 2011) において、電気・

電子機器製品に閾値を超えて含有する場合に報告すべき材料・物質としてトリフェニル錫

化合物の使用を規制している。その基準として、意図的添加の無いこと及び材料中に含有

する錫が 0.1 wt%を超えないことが求められる。 

 

 

３．１．３ EU 

EU では、欧州委員会 (European Commission) による規則 (Regulation)、決議 (Decision)、

指令 (Directive) において、それぞれ REACH 規則、Eco-Label、EN 規格 (欧州統一規格) を

採択し、運用している。 
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１）REACH 

REACH において、2010 年 7 月 1 日より全製品についてトリフェニル錫化合物の使用が禁

止されている (EU, 2010)。その基準として、製品中に錫の含有が 0.1 wt% 以下であること

が求められる。 

 

２）Eco-Label 

Eco-Label において、全製品についてトリフェニル錫化合物の使用が禁止されている (EU, 

2010; 2009a)。その基準として製品中に錫の含有が 0.1 wt% 以下であることが求められる。 

 

３）EN 規格 

EN 規格において、トリフェニル錫化合物の玩具についての使用を規制している (EU, 

2009b)。その基準として、同規格に指定の分析法による分析で、錫の含有が区分 1 (乾燥し

た、もろい、粉末状または柔軟な材料) において 0.9 mg/kg、区分 2 (液体または粘性のある

材料) において 0.2 mg/kg、区分 3 (かきとることができる材料) において 12 mg/kg 以下であ

ることが求められる。 

 

 

３．１．４ 米国 

米国においては、原則的に認可されていない化学物質の使用は禁止されている (U.S. 

Public law, 2002)。 

 

１）CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act; 消費者製品安全性改善法) 

CPSIA においては、鉛及びフタル酸についての規制はあるが、トリフェニル錫化合物に

ついての規制は明記されていない (U.S. Public law, 2008)。ただし、輸出及び輸入製品中に含

まれるトリフェニル錫化合物の分析については、国に認定を受けた分析機関が任意の分析

法及び検出限界を目安とした任意の基準で分析を行っている。 

 

 

３．１．５ 中国 

１）国家強制標準 

国家強制標準においては、繊維製品 (中華人民共和国, 2010a) 及び皮革・毛皮製品 (中華

人民共和国, 2006) についてホルムアルデヒドの含有量の検査が義務付けられている。また、

発がん性のある芳香族アミンを発生させる 23 種類のアゾ染料が使用禁止となっている (別

表 1 参照)。 

本規則において、トリフェニル錫化合物は規制の対象となっていない。 

その他、ポリ塩化ビニル合成皮革 (中華人民共和国, 2008) 及び木製室内内装材料 (中華
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人民共和国, 2001; 2009) においてもトリフェニル錫化合物は規制の対象となっていない。 

 

 

３．１．６ まとめ 

上述のトリフェニル錫化合物の製品に対する規制状況を表 1 に示す。



18

1

EU
ISO

Oeko-Tex 100 JGPSSI REACH Eco-Label* EN * CPSIA

** *** 

0.5 mg/kg 1.0 mg/kg 0.1 

wt%

0.1wt% 0.1wt%

1 0.9 

mg/kg 

2 0.2 

mg/kg 

3 12 

mg/kg 

EN71-3 
ISO17353 

ISO23161 

/

**** 

/

**** 

GC-MS

GC/ECD

*

**

***

****
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３．２ その他の規制 

３．２．１ 日本 

１）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下、化審法) 

化審法では、有機錫化合物の製造・輸入が制限されている (1989 年～)。トリフェニル錫

化合物 7 物質が第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入に届出が必要とされている (表

4)。かつては冷却水の殺菌剤、防汚用の船底塗料及び木材・織物の防カビ剤、ダニ駆除剤と

して使用されていたが、水生生物への影響が懸念されたため、化審法・第二種特定化学物

質に指定され、平成 10 年前後から製造はなく、また輸入も平成 18 年度以降はない。 

 

表 2 第二種特定化学物質に指定されているトリフェニル錫化合物 

1. トリフェニルスズ＝N,N－ジメチルジチオカルバマート 

2. トリフェニルスズ＝フルオリド 

3. トリフェニルスズ＝アセタート 

4. トリフェニルスズ＝クロリド 

5. トリフェニルスズ＝ヒドロキシド 

6. トリフェニルスズ＝脂肪酸塩 (脂肪酸の炭素数が９、１０または１１のものに限る。)

7. トリフェニルスズ＝クロロアセタート 

 

 

２）ポジティブリスト制度 

トリフェニル錫 (別名：フェンチン) については、日本国内で農薬登録はされていないが、

ポジティブリスト制度導入に伴い、残留基準値 (0.02～0.5 mg/kg：食品によって異なる) が

設定されている (日本食品化学研究振興財団, 2014)。 

 

３）食品安全委員会 

有機錫化合物について、平成 22 年度に「自ら評価」の候補案件として審議し、ファクト

シートを作成して情報提供を行っている (食品安全委員会, 2010)。 

 

 

３．２．２ 国際機関 

１）FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議 (JMPR) の評価書 (JMPR, 1992) 

ヒトに対するトリフェニル錫の 1 日摂取許容量 (ADI) は 0～0.0005 mg/kg/day に設定され

ている。 
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トリフェニル錫 1 日摂取許容量 (ADI) ：0～0.0005 mg/kg/day 

 

1970 年に設定した値 (ラットの長期試験において白血球

数の減少による NOAEL 0.1 mg/kg/day に安全係数 200 を

適用) を、新たな知見に基づき維持することを決定。 

 

 

2）国際海事機関 (IMO) 「船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約 (以下、IMO 条

約)」 

IMO 条約が採択され、2003 年 1 月 1 日以降全ての船舶に有機錫化合物を含有する防汚塗

料の塗装の禁止、2008 年 1 月 1 日以降全ての船舶の船体外部表面に有機錫化合物を含有す

る防汚塗料の存在の禁止が決議され、その後 25 か国が批准し、本条約は 2008 年 9 月 17 日

に発効した。 

 

 

３．２．３ EU 

１）欧州食品安全機関 (EFSA) 

「食品中の有機錫暴露による健康リスク評価に関する意見書」において、トリブチル錫

の免疫毒性の無毒性量 (NOAEL) 0.025 mg/kg/day をもとに、トリブチル錫、ジブチル錫、ト

リフェニル錫、ジ-N-オクチル錫の 4種の有機錫化合物のグループ耐容一日摂取量 (TDI) を、

不確実係数を 100 として 0.25 µg/kg 体重/日と設定している (EFSA, 2004)。 

 

２）REACH 

委員会規則 (EU) No 276/2010 of 31 March 2010 (REACH) (EU, 2010) により、各種有機錫

化合物を 0.1%以上含む製品の販売及び使用を 2010 年 7 月 1 日～2015 年 1 月 1 日から禁止

した/する。 

 

 

３．２．４ 米国 

１）農薬 

水酸化トリフェニル錫については、フェンチンの名前で殺菌剤として登録されている。

また、食品中に残留する濃度について基準 (0.05～10.0 ppm：食品によって異なる) が定め

られている (U.S. CFR, 2014a)。 
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２）米国環境保護庁 (EPA) 

トリフェニル錫化合物は、D「ヒト発がん性には分類できない」、あるいは、更新された

ガイドラインに基づき「ヒト発がん性評価には証拠が不十分」の 2 つに分類されている 

(2005)。また、環境影響について報告書及び評価書を添付し、周知する必要の有る物質とし

て塩化トリフェニル錫、水酸化トリフェニル錫が認可されている (U.S. CFR, 2014b)。 

 

 

３．２．５ 中国 

１）新規化学物質環境管理弁法 

塩化トリフェニル錫について、新規化学物質環境管理弁法 (中華人民共和国, 2010b) によ

り中国現有化学物質名録 (中華人民共和国, 2013) に登録されている。 

 

２）危険化学品安全管理条例 

20％を超える水酸化トリフェニル錫及び 25％を超える酢酸トリフェニル錫について、危

険化学品とされており、生産、貯蔵、使用、販売、輸送について審査及び許可が必要とさ

れている (中華人民共和国, 2011; 2012)。 

 

３）化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入環境管理規定 

20％を超える水酸化トリフェニル錫について、輸出入を行うために登録証及び輸出入許

可通知書を申請・取得しなければならない (中華人民共和国, 1994; 2014)。
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別表 1 中国における法規制 

 

製品分類 

試験項目 試験方法 乳児用繊維

製品 

直接皮膚に

触れる繊維

製品 

直接皮膚に

触れない繊

維製品 

ホルムアルデヒド mg/kg � GB/T 2912.1 20 75 300 

pH 値 (a) GB/T 7573 4-7.5 4-7.5 4-9 

水褪色 GB/T 5713 3-4 3 3 

酸アルカリ汗褪

色 

GB/T 3922 3-4 3 3 

磨耗 GB/T 3920 4 3 3 

染色堅牢

度(b) 

唾液褪色 GB/T 18886 4 - - 

臭気 GB 18401 あってはならない 

禁止芳香族アミン発生アゾ染

料(c) 

GB/T 17592.1 使用禁止 

a. ｐＨ値はその製品が後続の取り扱いで水処理を受ける場合は 4.5-10.5 でも良い 

b. 洗濯で脱色した製品には適用しない 

c. 24 種類の芳香族アミンが規制され、検出限度は 20 ppm 
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概要 

１．調査テーマ 

トリブチル錫化合物に関する調査 

 

２．調査目的 

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づいて、繊維製品のうち、お

しめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした、

家庭用接着剤、家庭用塗料、家庭用ワックス並びにくつ墨及びくつクリームを対象として、

トリブチル錫化合物に関する基準が定められている。現行の基準では、試料を抽出、精製

及び灰化した後、フレームレス原子吸光法により錫由来の吸収を認めてはならないとされ

ている。そして、吸収が認められたときは、薄層クロマトグラフ法によりその吸収がトリ

ブチル錫化合物によるものであることを確認しなければならない。このように現行の基準

では、トリブチル錫化合物を対象家庭用品に使用させないという観点から、具体的な基準

の値 (濃度) が明示されていない。一方、現在改正が検討されているガスクロマトグラフ質

量分析法は、一般にフレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ法より低濃度のトリ

ブチル錫化合物を検出することが可能である。また、家庭用品に含まれる有害物質の基準

値は、リスク評価の結果に基づいて設定されるべきものである。そこで、トリブチル錫化

合物のリスク評価に資するため、当該化合物のハザードに関する調査を実施する。さらに、

基準値を設定するにあたり、海外における当該化合物の法規制との整合を図ることが望ま

しいことから、当該化合物の海外における法規制に関する調査を実施する。 

 

３．調査内容 

３．１ 調査対象物質 

 下記の化合物群を対象として調査を実施した。 

 

No. 名称 略称 

1 トリブチル錫化合物 TBT 

 

 

３．２ 調査項目 

３．２．１ 対象物質の毒性情報の集約 

３．１に示す化合物群のうち、代表的な化学物質である、酸化トリブチル錫について、

各機関 (IARC、EU など) の評価文書を使用し、物理化学的情報、体内動態・代謝、ヒト及

び実験動物の毒性情報 (細胞毒性、急性毒性、刺激性及び腐食性、感作性、反復投与毒性、

生殖・発生毒性、遺伝毒性、発がん性等) を収集・整理した。 
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３．２．２ 対象物質の国内及び諸外国における規制状況の把握 

３．１に示す化合物群の国内及び諸外国における規制状況を収集し、化学物質、対象製

品、国、法律、規制値、分析法、出典等を整理した。 

 

情報の収集方法は以下のとおりとした。 

○文献調査 

・化学工業日報社 化学商品 

・各機関 (IARC、EU など) の評価文書 

○インターネット調査 

・メーカー・関連団体の公式ホームページ 

・各評価機関の公式ホームページ 

・各研究機関の公式ホームページ等 
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１．調査対象物質 

トリブチル錫化合物は、4 価の錫のトリブチル誘導体である。一般組成は、 (C4H9)3Sn－

X であり、X は陰イオン、または塩化物イオン、酢酸イオンといった陰イオン群を示す。ト

リブチル錫化合物の物理的及び化学的性質は、錫と結合した陰イオンに影響を受けやすい。 

トリブチル錫化合物は、従来、日本において、農・漁業、製紙・製材・塗料製造事業で

殺菌剤、防黴剤、防汚剤として用いられてきたが、1989 年に「化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律」により製造・輸入が制限されるようになった。トリブチル錫オキシ

ドは第一種特定化学物質に指定され、塩化トリブチル錫など 13 物質が第二種特定化学物質

に指定されている。 

本調査では、酸化トリブチル錫 (別名：トリブチル錫オキシド、CAS 番号：56-35-9) を

本化合物群の代表的な化学物質とした。 

 

 

２．対象物質の毒性情報の集約 

酸化トリブチル錫を中心とするトリブチル錫化合物の毒性情報を以下に示す。毒性情報

は、IPCS UNEP/ILO/WHO 国際簡潔評価書 (以下、CICAD) (IPCS, 1999)、化学物質の健康影

響に関する暫定的有害性評価シート (環境省, 2004)、ATSDR (米国有害物質疾病登録局) 

Toxicological Profile (ATSDR, 2005) に掲載されている情報を利用した。 

 

２．１ 物理化学的性状 (環境省, 2004; U.S. ATSDR, 2005) 

酸化トリブチル錫は微黄色の液体で、水溶解性は低い (U.S. ATSDR, 2005)。 

 

分子量：596.11 

外観： 

沸点：180℃ (2 mmHg) 

融点：<-45℃ 

蒸気圧：7.8×10-6 mmHg (25℃) 

溶解性 (水) ：4 mg/L (20℃) 

オクタノール/水分配係数 (log Pow) ：3.84 

 

 

２．２ 体内動態・代謝など  

酸化トリブチル錫は、消化管から吸収される (担体にもよるが 20～50％)。ほ乳類では皮

膚からも吸収され、経皮吸収率は 10%とする報告や 1～5％の範囲とする報告がある (Brown 

et al., 1977)。 

その他の体内動態・代謝に関する情報を以下に示す。 
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・ 酸化トリブチル錫は血液-脳関門の通過が可能であり、胎盤から胎児へ移行する。マ

ウスに 14 日間の経口投与した試験で、投与後に組織濃度は 3～4 週間で定常状態に

達し、吸収された酸化トリブチル錫は主として肝臓と腎臓の組織内に急速かつ広範

囲に分布する。ほ乳類における代謝は速く、酸化トリブチル錫投与後 3 時間以内に

代謝産物が血中から検出できる。主な代謝物はヒドロキシブチル化合物と推定され

るが、不安定なため急速にジブチル誘導体とブタノールに分解する。in vitro 試験で

は、酸化トリブチル錫は混合機能オキシダーゼの基質であることが示され、酸化ト

リブチル錫濃度が極めて高い場合には、これらの酵素活性は阻害される。酸化トリ

ブチル錫の消失速度は組織によって異なり、酸化トリブチル錫及びその代謝物は主

として胆汁を介して排出される。マウスにおける酸化トリブチル錫の消失半減期は

29 日と算出されている (Brown et al., 1977)。 

 

・ 酸化トリブチル錫は、ラットではゆっくりと胃腸管から吸収 (20～55%)され、血漿

中の最大濃度は 1 日後に到達した。体内分布は速く、1～3 日後に 95%以上が肝臓及

び腎臓に検出された。マウスに 31 日間経口？投与後、15 日後に肝臓中の酸化トリブ

チル錫の 97%、腎臓中の 73%が排泄された。脂肪では 30%しか排泄されず、肺では

そのまま残った。排泄は主に糞便によるものと報告されている (EFSA, 2004)。 

 

・ 有機錫化合物は、経口摂取では腸管吸収率は低く、糞便中へ直接排泄され、尿中か

らも排泄されるとの報告がある (食品産業センター, 2014)。 

 

 

２．３ 毒性情報  

２．３．１ ヒトの知見  

酸化トリブチル錫は、皮膚や呼吸器系に重度の刺激性を示すことが多数報告されている。

長期にわたって酸化トリブチル錫に暴露された場合の情報は得られていない。ヒトの知見

に関する情報を以下に示す。 

 

・ 酸化トリブチル錫の酸化物を含む防汚塗料に皮膚を暴露した造船工が、接触性皮膚

炎を発症したとの報告がある。暴露を受けた直後には知覚がなかったが 1 時間以内

に刺激を生じ、2 日目には暴露を受けた部位に発赤及び潰瘍がみられ、塗料で汚れた

腕で口唇を拭ったことが原因と推定される口唇粘膜の膿疱性傷害も現れた (Lewis 

and Emmet, 1987)。 

 

・ 有機錫化合物の製造中の事故で本物質の酸化物を浴びた労働者では、原料の飛沫の

かかった部位でのみ重症の皮膚炎が発生して長期間続いた。顔と首に飛沫を浴びた
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労働者では、シャワーで洗浄しなかった片方の耳の後ろにのみ皮膚炎を生じ、腕に

飛沫を浴びた労働者では、皮膚を洗浄した後に作業着を替えなかったところ、本物

質が接触して腕に大きな水疱が生じた (Baaijens, 1987)。 

 

・ トリブチル化合物を含む 10 種類のブチル錫化合物をボランティアの手の甲に塗布し

た結果、4 種類のトリブチル錫化合物の各々で、8 時間以内に皮膚が充血し、小胞性

の炎症及びそう痒を伴う変化が現れた (Lyle, 1958)。 

 

・ 酸化トリブチル錫 (0.6%) が防カビ剤として使用されている塗料に、塗装職人が職業

的暴露されて皮膚炎を発症したとの報告がある。その患者に対して酸化トリブチル

錫のパッチテストを行ったところ 0.01％でも炎症が起き、0.001％でも同様の傾向で

あったと報告されている (Goh, 1985)。 

 

・ 家庭用塗料に酸化トリブチル錫 (25％) を含有している防カビ剤を混ぜて寝室の塗

装に使用したケースでは、塗装後に寝室を使用した結果、家族 5 人が喉の痛み、悪

心、吐き気、喘鳴、頭痛などの症状を訴えている (Wax and Dockstader, 1995)。 

 

・ 酸化トリブチル錫には皮膚を刺激する感作性はないと示唆されている (Boyer, 1989) 

 

 

２．３．２ 実験動物の知見  

(１) 急性毒性  

酸化トリブチル錫の急性毒性試験結果を以下に示す (IPCS, 1999)。 

酸化トリブチル錫に対する経口 LD50 は、マウスで 85 mg/kg、ラットで 127～234 mg/kg

である。経皮 LD50 は、ウサギで約 9,000 mg/kg であり、吸入 LC50 は、ラットで 77 mg/m3 (総

粒子)、65 mg/m3 (粒子径 10 µm 未満の粒子) であった。 

酸化トリブチル錫の単回強制経口投与後にみられた影響としては、100 mg/kg を単回強制

経口投与した雄ラットに、投与後すぐに一過性の副腎重量の増加 (2 日以内に正常に回復)、

及び一過性の甲状腺濾胞への影響 (扁平上皮細胞をともなう拡張) が観察され、下垂体、副

腎皮質刺激ホルモン・甲状腺刺激ホルモン・チロキシン・血清コルチゾールの数値に可逆

性の影響があったと報告されている (IPCS, 1999)。 

 

動物種 暴露経路 致死量、中毒量等 出典 

マウス 経口 LD50 85 mg/kg IPCS, 1999 

ラット 経口 LD50 127～234 mg/kg IPCS, 1999 

ラット 経皮 LD50 ca. 9,000 mg/kg IPCS, 1999 
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動物種 暴露経路 致死量、中毒量等 出典 

ラット 吸入 LC50 77 mg/m3 (総粒子) 

65 mg/m3 (粒子径 10 µm 未満の粒子) 

IPCS, 1999 

 

 

(２) 刺激性及び腐食性 

酸化トリブチル錫は強度の皮膚刺激性と眼刺激性を示すとの報告がある (IPCS, 1999)。 

 

 

(３) 感作性 

酸化トリブチル錫のモルモットを用いた Magnusson-Kligman 法による感作性試験では陰

性との報告がある (Poitou et al., 1978) が、マウスを用いた感作性試験で陽性を示したとの報

告がある (Stringer et al., 1991)。 

 

 

(４) 反復投与毒性  

マウス、ラット、サルに混餌投与した場合に認められる主な有害影響は、免疫系に対す

るものである。若齢の雄ラットに混餌投与した試験では、胸腺依存性の免疫機能低下が認

められ、一般毒性が認められた濃度以下で胸腺依存免疫系に影響を及ぼすことを示し、

NOAEL は 0.025 mg/kg/day である。 

トリエチル錫及びトリメチル錫化合物は重大な神経毒性を有することが立証されている

が、酸化トリブチル錫においては、脳組織に重篤な神経学的兆候や形態学的または病理組

織学的変化を示す信頼ある情報は得られていない (IPCS, 1999)。 

反復投与毒性に関する情報を以下に示す (IPCS, 1999; 環境省, 2004)。 

 

・ マウスに酸化トリブチル錫を 0、0.0005、0.0025、0.005%の濃度で餌に添加して 18 か

月間投与した試験で、0.005％以上の群では雌雄で生存数の有意な減少を認め、雌で

肝臓の絶対及び相対重量、腎臓のアミロイドーシスの発生率に有意な増加を認め、

0.0025％以上の群の雌雄でアミロイドーシスの進行速度の増加がみられた (Daly, 

1992)。 

 

・ 若齢の雄ラットに酸化トリブチル錫 0、0.025、0.25、2.5 mg/kg/day を 18 か月間混餌

投与した試験で、0.25 mg/kg/day以上の群で腸間膜リンパ節の B細胞数の有意な増加、

2.5 mg/kg/day 群で腸間膜リンパ節の T 細胞数の有意な減少がみられたとの報告があ

る (環境省, 2004)。本試験では、0.25 mg/kg/day 以上の群では旋毛虫の感染に対する

抵抗性が抑制され、血清中の IgE 濃度の有意な低下及び感染後 42 日後に筋肉中の旋
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毛虫の幼虫数に有意な増加を認められ (Vos et al., 1990)。 

 

・ ラットに雄で酸化トリブチル錫 0、0.019、0.19、2.1 mg/kg/day を、雌で 0、0.025、

0.25、2.5 mg/kg/day を 2 年間混餌投与し、一部を最長 24 か月後まで観察した試験で、

雄の 2.1 mg/kg/day 群及び雌の 2.5 mg/kg/day 群では血清中の総免疫グロブリン濃度、

IgA 濃度及び IgM 濃度の有意な上昇を認め、肝臓に胆管の過形成、肝細胞性肥大、

単核細胞浸潤及び胆管線維症、脾臓にヘモジデリン濃度低下、甲状腺に濾胞上皮細

胞の丈の高さの低下がみられ、生存率の低下も観察された。また、雌の 2.5 mg/kg/day

群では投与終了後 3 か月目にも血清中 IgG 濃度の有意な低下を認めた (Kroes et al., 

1981; Wester et al., 1985)。 

 

・ 雌雄のラットに酸化トリブチル錫 0、0.5、5、50 mg/kg/day を 2 年間混餌投与した試

験で、異常所見、生死、体重、摂餌・摂水量、腫瘍性病変について検討し、さらに

血液、尿分析、臨床化学(免疫グロブリン IgG、IgM、IgA を含む)、内分泌(総チロキ

シン、遊離チロキシン、甲状腺刺激ホルモン、黄体ホルモン、卵胞刺激ホルモン、

インスリン)について評価した結果、50 mg/kg/day 群で死亡率の増加、血清免疫グロ

ブリン値の上昇、臓器重量の変化が認められた (Wester et al., 1987; 1988; 1990)。 

 

・ 雄のカニクイザルに酸化トリブチル錫 0、0.16 mg/kg/day を週 6 日、22 週間摂取させ

た試験で、臨床観察、体重、血清免疫グロブリン値 (IgM 及び IgG) を含む標準的な

血液及び血液生化学を検査した結果、暴露開始後 10 週間まで総白血球数が徐々に減

少し、8 及び 10 週目では、対照群より有意に低く、10 週目では対照群の数値の 67％

であった。白血球数はその後増加し、10～16 週で対照群とほぼ同値であったが、16

～20 週では再び減少に転じた (20 週目では対照群の 61.5％；P<0.05)。白血球数、血

清免疫グロブリン値、あるいはその他の試験パラメータに変化は認められなかった 

(Karrer et al., 1992)。 

 

・ ラットに蒸気またはエアロゾル状の酸化トリブチル錫 0、0.03、0.16、2.8 mg/m3 を合

計 21～24 回 (4 時間/日、5 日/週) 吸入させた試験で、2.8 mg/m3 群で雄の 50％及び雌

の 60%が死亡し、気道に炎症性変化、リンパ系器官に組織学的な変性がみられたが、

0.16 mg/m3 以下の群では、限局性、及び全身性のいずれの変化もみられなかった

(Schweinfurth and Gunzel, 1987)。 

 

 

(５) 生殖・発生毒性  

有機錫化合物は精巣毒性、卵巣毒性、着床阻害、胚致死作用及び催奇形性等の生殖・発
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生毒性、神経毒性、免疫毒性等の多彩な有害作用を発現させるが、化合物の種類によって

毒性の種類、発現様式、作用の強さが異なる (江馬, 2007)。 

げっ歯類に著しい生殖・発生毒性を有する証拠は示唆されていない。試験で認められた

胎児重量低下、骨化変異、同腹胎児数の減少などの発生毒性は、母動物毒性を生じるか、

またはそれに近い暴露量によって生じると報告されている (食品安全委員会, 2012)。 

生殖・発生毒性に関する情報を以下に示す。 

 

・ ラットの F0 世代に酸化トリブチル錫 0、0.00005、0.0005、0.005％の濃度で餌に添加

して交尾前、交尾期間の 7 日間及び雌の妊娠、授乳期間中を含む 10 週間投与し、F1

世代にも F0 世代と同様の濃度で餌に添加して 15 週間投与して交尾させ、F2 世代を

産ませた二世代生殖毒性試験で、F1 及び F2 世代の 0.005％群の出生児において、生

後から離乳までの体重増加の有意な抑制が認められた (Schroeder, 1990)。 

 

・ 妊娠雌ラットに酸化トリブチル錫 0、5、9、18 mg/kg/day を妊娠 6 日目から 19 日目

まで強制経口投与した試験で、用量に依存して骨化異常が発生し、9 mg/kg/day 以上

の群で 1 つ以上の骨化異常を呈した胎児数の比率 (％) が有意に増加した。また、18 

mg/kg/day 群で着床率及び吸収胚の発生率の有意な低下、及び胎児重量の有意な低値

を認めた (Schroeder, 1981)。 

 

・ 妊娠雌ラットに酸化トリブチル錫 0、2.5、5.0、10、12、16 mg/kg/day を妊娠 6 日目

から 20 日目まで強制経口投与した試験で、母動物では 10 mg/kg/day 群及び 12 

mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認め、児動物では 10 mg/kg/day 以上の群で同

腹児数の有意な減少、生後 1 日目及び 3 日目の体重の有意な低値、活動性の有意な

低下、生後 110 日目の脳、小脳及び海馬の重量の有意な低下を認めた。また、10 

mg/kg/day 群の雌の出生児で性成熟の有意な遅れを認めた。さらに、生後 5 日目の対

照群の出生児に、酸化トリブチル錫 0、0.004、0.005、0.006％の濃度を１回強制？経

口投与した結果、0.004％以上の群で体重増加の有意な抑制、0.005％以上の群で死亡

率の有意な増加、0.006％群で脳及び小脳重量の有意な低下を認めた (Crofton et al., 

1989)。 

 

・ 妊娠雌マウスに酸化トリブチル錫 0、1.2、3.5、5.8、11.7、23.4、35.0 mg/kg/day を妊

娠 6 日目から 15 日目まで強制経口投与した試験で、母動物では 11.7 及び 35.0 

mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認めた。胎児では、用量に依存した口蓋裂の

発生率増加がみられ、23.4 mg/kg/day 以上の群で体重増加の有意な抑制、骨格に軽度

の奇形及び変異を示した胎児数の増加、35.0 mg/kg/day 群で吸収胚数の増加が認めら

れた (Davis et al., 1987)。 
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(６) 遺伝毒性  

酸化トリブチル錫は、多数の in vitro 及び in vivo 系の遺伝毒性試験、すなわち、サルモネ

ラを用いる変異原性試験、酵母を用いる前進突然変異試験、姉妹染色分体交換試験及びマ

ウスを用いる小核試験などで陰性を示し、陽性が認められたのは、細胞毒性を発現する濃

度の限られた試験条件の場合のみである。従って、トリブチル錫は遺伝毒性を示さないと

評価されている (IPCS, 1999)。 

 

 

(７) 発がん性  

マウス及びラットを用いた酸化トリブチル錫の発がん性試験が実施され、腫瘍が検出され

ているが、発生率の増加に有意性は認められていない (IPCS, 1999; ATSDR, 2005)。 

以下に発がん性に関する情報を示す。 

 

・ マウスに 0、0.0005、0.0025、0.005%の濃度の酸化トリブチル錫を餌に添加して 18 か

月間投与した試験で、いずれの投与群においても腫瘍または腫瘍群の発生率に統計

的に有意な増加はみられず、発がん性は認められなかったとの報告がある (Daly, 

1992)。 

 

・ ラットに酸化トリブチル錫 0、0.5、5、50 mg/kg を 2 年間混餌投与した試験では、内

分泌系組織の腫瘍 (下垂体腫瘍 (良性)、副腎褐色細胞腫、副甲状腺腺腫) の発生率の

増加がみられた (Wester, 1990)。しかし、使用したラットの系統 (Wistar) では自然発

生腫瘍の頻度にばらつきがあるため、ヒトに対するリスク評価で意味があるか不明

であるとしている (IPCS, 1999)。 

 

・ 国際がん研究機関 (IARC) では、酸化トリブチル錫の発がん性を評価していない 

(IARC, 2014)。 

 

 

(８) その他 

IPCS（国際化学物質安全性計画）では、経口暴露の指針値を提案している。すなわち、

酸化トリブチルスズのラットの長期経口投与による免疫抑制 (Vos et al., 1990) に基づきベ

ンチマークドーズ※ 0.034 mg/kg/day を求め、さらに動物からヒトへの外挿とヒトの個人差の

ため、不確実係数 10 をそれぞれ考慮することにより、経口暴露の指針値を 0.0003 mg/kg/day

としている (IPCS, 1999)。 

※毒性発現率と摂取量の相関性に数理モデルを適用して算出される、一定の毒性発現率での摂取量。 
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３．対象物質の国内及び諸外国における規制状況の把握 

３．１ 製品に関する規制 

製品に対するトリブチル錫化合物の規制を以下に示す。 

 

３．１．１ 日本 

１）家庭用品規制法 

家庭用品規制法 (厚生省, 1973) では、繊維製品、接着剤、塗料などでトリブチル錫化合

物の使用を禁止している。その基準として、同法に指定される分析法 (厚生省, 1974) で分

析を行い、錫として不検出であることが求められる。 

 

２）エコマーク 

エコマークにおいて、繊維 (日本環境協会, 2003a; 2003b)、プラスチック (日本環境協会, 

2000)、塗料 (日本環境協会, 2007) を使用した製品に対するトリブチル錫化合物の使用を規

制している。その基準として、繊維製品については家庭用品規制法に指定された分析法 (厚

生省, 1974) で分析を行い、不検出であることが求められる。また、プラスチック及び塗料

製品については処方構成成分として使用しないことが求められる。 

 

 

３．１．２ グローバル 

１）Oeko-Tex 100 

Oeko-Tex 100 では、繊維製品の全製品についてトリブチル錫化合物の使用を規制している 

(Oeko-Tex, 2014)。その基準として、Oeko-Tex 100 が指定する分析法 (Oeko-Tex, 2013) で分

析を行い、全製品について錫が 1.0 mg/kg 以下であること、また、乳幼児用製品ではその半

分の 0.5 mg/kg 以下であることが求められる。 

 

２）グリーン調達調査共通化協議会 (JGPSSI) 

JGPSSI では、ジョイントインダストリーガイドライン (JGPSSI, 2011) において、電気・

電子機器製品に閾値を超えて含有する場合に報告すべき材料・物質としてトリブチル錫化

合物の使用を規制している。その基準として、意図的添加の無いこと及び材料中に含有す

る錫が 0.1 wt%を超えないことが求められる。 

 

３．１．３ EU 

EU では、欧州委員会 (European Commission) による規則 (Regulation)、決議 (Decision)、

指令 (Directive) において、それぞれ REACH 規則、Eco-Label、EN 規格 (欧州統一規格) を

採択し、運用している。 
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１）REACH 

REACH において、2010 年 7 月 1 日より全製品についてトリブチル錫化合物の使用が禁止

されている (EU, 2010)。その基準として、製品中に錫の含有が 0.1 wt% 以下であることが

求められる。 

 

２）Eco-Label 

Eco-Label において、全製品についてトリブチル錫化合物の使用が禁止されている (EU, 

2010; 2009a)。その基準として製品中に錫の含有が 0.1 wt% 以下であることが求められる。 

 

３）EN 規格 

EN規格において、トリブチル錫化合物の玩具についての使用を規制している (EU, 2009b)。

その基準として、同規格に指定の分析法による分析で、錫の含有が区分 1 (乾燥した、もろ

い、粉末状または柔軟な材料) において 0.9 mg/kg、区分 2 (液体または粘性のある材料) に

おいて 0.2 mg/kg、区分 3 (かきとることができる材料) において 12 mg/kg 以下であることが

求められる。 

 

 

３．１．４ 米国 

米国においては、原則的に認可されていない化学物質の使用は禁止されている (U.S. 

Public law, 2002)。 

 

１）FDA (Food and Drug Administration; 食品医薬品局) 

FDA は、トリブチル錫化合物のうち、酸化トリブチル錫、塩化トリブチル錫、酢酸トリ

ブチル錫、トリブチル錫ネオデカノアートについて食品用包装用品 (U.S.CFR, 2014a) とし

ての使用を認可している。 

 

２）CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act; 消費者製品安全性改善法) 

CPSIA においては、鉛及びフタル酸についての規制はあるが、トリブチル錫化合物につ

いての規制は明記されていない (U.S. Public law, 2008)。ただし、輸出及び輸入製品中に含ま

れるトリブチル錫化合物の分析については、国に認定を受けた分析機関が任意の分析法及

び検出限界を目安とした任意の基準で分析を行っている。 

 

 

３．１．５ 中国 

１）国家強制標準 

国家強制標準においては、繊維製品 (中華人民共和国, 2010a) 及び皮革・毛皮製品 (中華
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人民共和国, 2006) についてホルムアルデヒドの含有量の検査が義務付けられている。また、

発がん性のある芳香族アミンを発生させる 23 種類のアゾ染料が使用禁止となっている (別

表 1 参照)。 

本規則において、トリブチル錫化合物は規制の対象となっていない。 

その他、ポリ塩化ビニル合成皮革 (中華人民共和国, 2008) 及び木製室内内装材料 (中華

人民共和国, 2001; 2009) においてもトリブチル錫化合物は規制の対象となっていない。 

 

 

３．１．６ まとめ 

上述のトリブチル錫化合物の製品に対する規制状況を表 1 に示す。
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1

EU
ISO

Oeko-Tex 100 JGPSSI REACH Eco-Label* EN * CPSIA

** *** 

0.5 mg/kg 1.0 mg/kg 0.1 

wt%

0.1wt% 0.1wt%

1 0.9 

mg/kg 

2 0.2 

mg/kg 

3 12 

mg/kg 

EN71-3 
ISO17353 

ISO23161 

/

**** 

/

**** 

GC-MS

GC/ECD

*

**

***

****
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３．２ その他の規制 

３．２．１ 日本 

１）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下、化審法) 

化審法では、有機錫化合物の製造・輸入が制限されている (1989 年～)。トリブチル錫オ

キシドは第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が許可制で事実上禁止されている。 

その他、トリブチル錫化合物 13 物質が第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入に届

出が必要とされている (表 4)。かつては冷却水の殺菌剤、防汚用の船底塗料及び木材・織物

の防カビ剤、ダニ駆除剤として使用されていたが、水生生物への影響が懸念されたため、

化審法・第二種特定化学物質に指定され、平成 10 年前後から製造はなく、また輸入も平成

18 年度以降はない。 

 

表 4 第二種特定化学物質に指定されているトリブチル錫化合物 

1. トリブチルスズ＝メタクリラート 

2. ビス (トリブチルスズ) ＝フマラート 

3. トリブチルスズ＝フルオリド 

4. ビス (トリブチルスズ) ＝２，３－ジブロモスクシナート 

5. トリブチルスズ＝アセタート 

6. トリブチルスズ＝ラウラート 

7. ビス (トリブチルスズ) ＝フタラート 

8. アルキル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリブチルスズ＝メタクリラ

ート共重合物 (アルキル＝アクリラートのアルキル基の炭素数が８のものに限

る。)  

9. トリブチルスズ＝スルファマート 

10. ビス (トリブチルスズ) ＝マレアート 

11. トリブチルスズ＝クロリド 

12. トリブチルスズ＝シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物

(別名トリブチルスズ＝ナフテナート)  

13. トリブチルスズ＝１，２，３，４，４ａ，４ｂ，５，６，１０，１０ａ－デカヒド

ロ－７－イソプロピル－１，４ａ－ジメチル－１－フェナントレンカルボキシラ

ート及びこの類縁化合物の混合物 (別名トリブチルスズロジン塩) 
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２）食品安全委員会 

有機錫化合物について、平成 22 年度に「自ら評価」の候補案件として審議し、ファクト

シートを作成して情報提供を行っている (食品安全委員会, 2010)。 

 

 

３．２．２ 国際機関 

１）国際海事機関 (IMO) 「船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約 (以下、IMO 条

約)」 

IMO 条約が採択され、2003 年 1 月 1 日以降全ての船舶に有機錫化合物を含有する防汚塗

料の塗装の禁止、2008 年 1 月 1 日以降全ての船舶の船体外部表面に有機錫化合物を含有す

る防汚塗料の存在の禁止が決議され、その後 25 か国が批准し、本条約は 2008 年 9 月 17 日

に発効した。 

 

 

３．２．３ EU 

１）欧州食品安全機関 (EFSA) 

「食品中の有機錫暴露による健康リスク評価に関する意見書」において、トリブチル錫

の免疫毒性の無毒性量 (NOAEL) 0.025 mg/kg/day をもとに、トリブチル錫、ジブチル錫、ト

リフェニル錫、ジ-N-オクチル錫の 4種の有機錫化合物のグループ耐容一日摂取量 (TDI) を、

不確実係数を 100 として 0.25 µg/kg 体重/日と設定している (EFSA, 2004)。 

 

２）REACH 

委員会規則 (EU) No 276/2010 of 31 March 2010 (REACH) (EU, 2010) により、各種有機錫

化合物を 0.1%以上含む製品の販売及び使用を 2010 年 7 月 1 日～2015 年 1 月 1 日から禁止

した/する。 

 

 

３．２．４ 米国 

１）米国産業衛生専門家会議 (ACGIH) 

酸化トリブチル錫は、A4 (ヒトに対する発がん性物質として分類できない) に分類されて

いる。 

 

２）米国環境保護庁 (EPA) 

トリブチル錫化合物は、D「ヒト発がん性には分類できない」、あるいは、更新されたガ

イドラインに基づき「ヒト発がん性評価には証拠が不十分」の 2つに分類されている (2005)。

また、環境影響について報告書及び評価書を添付し、周知する必要の有る物質として、酸



 

 21

化トリブチル錫、フッ化トリブチル錫、メタクリル酸トリブチル錫が認可されている 

(U.S.CFR, 2014b)。 

 

 

３．２．５ 中国 

１）新規化学物質環境管理弁法 

メタクリル酸トリブチル錫、リン酸トリブチル錫、サリチル酸トリブチル錫について、

新規化学物質環境管理弁法 (中華人民共和国, 2010b) により中国現有化学物質名録 (中華

人民共和国, 2013) に登録されている。 

 

２）危険化学品安全管理条例 

フッ化トリブチル錫について、危険化学品とされており、生産、貯蔵、使用、販売、輸

送について審査及び許可が必要とされている (中華人民共和国, 2011; 2012)。 

 

３）化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入環境管理規定 

酸化トリブチル錫、フッ化トリブチル錫、塩化トリブチル錫、メタクリル酸トリブチル

錫、安息香酸トリブチル錫、リノール酸トリブチル錫、ナフテン酸トリブチル錫について、

輸出入を行うために登録証及び輸出入許可通知書を申請・取得しなければならない (中華人

民共和国, 1994; 2014)。
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別表 1 中国における法規制 

 

製品分類 

試験項目 試験方法 乳児用繊維

製品 

直接皮膚に

触れる繊維

製品 

直接皮膚に

触れない繊

維製品 

ホルムアルデヒド mg/kg ≦ GB/T 2912.1 20 75 300 

pH 値 (a) GB/T 7573 4-7.5 4-7.5 4-9 

水褪色 GB/T 5713 3-4 3 3 

酸アルカリ汗褪

色 

GB/T 3922 3-4 3 3 

磨耗 GB/T 3920 4 3 3 

染色堅牢

度(b) 

唾液褪色 GB/T 18886 4 - - 

臭気 GB 18401 あってはならない 

禁止芳香族アミン発生アゾ染

料(c) 

GB/T 17592.1 使用禁止 

a. ｐＨ値はその製品が後続の取り扱いで水処理を受ける場合は 4.5-10.5 でも良い 

b. 洗濯で脱色した製品には適用しない 

c. 24 種類の芳香族アミンが規制され、検出限度は 20 ppm 
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